
 
 

 

 

 

 

 

長野県では、東日本大震災等の影響により、事業活動に支

障を来している中小企業の皆さんを支援するため、中小企業

融資制度をご用意しています。 
 

例えばこのような方に  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、 

最寄りの金融機関、商工会・商工会議所等

にご相談ください。 
 

中小企業震災相談窓口（026-235-7200）でも、 

ご相談を受け付けております。 
その他、中小企業支援に関する情報は長野県HPをご覧ください。 
（長野県HP ⇒ 地震に関する情報 ⇒ 中小企業支援情報） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/business/saigai/saigaisien.htm

○ 宿泊業を営んでいるが、予約客の８割がキャン

セルになってしまった。 

 

○ 製造業を営んでいるが、部品が入手できず、操

業を停止せざるを得ない。 

 

○ 東日本大震災後の全国的な景気低迷の影響を受

けて、事業経営が苦しい。 



 
 
 
 

 

 

 東日本大震災の影響（※１，２）により、

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

が、労働者の雇用を維持するために休業等

を実施した場合、休業手当等の負担相当額

の２／３（中小企業の場合は４／５）が助

成されます（※３）。 
 

 

※１ 交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手

や製品の搬出ができない、来客がない場合や、事業所、設備等

が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修

復が不可能な場合などに助成対象となります。 

※２ 事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響による

もの、避難勧告や待避指示など法令上の制限を理由とするもの

は助成対象となりません。 

 このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合

は雇用保険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職してい

なくとも失業手当が支給されます。 

※３ １人１日あたり７，５０５円が上限です。 

 

 

詳しくは、長野労働局又は最寄りのハロ

ーワークにご相談ください。 
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/ 


